
　 妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を

請求できます。変形労働時間制がと ら れる場合にも 、

1日及び1 週間の法定労働時間を 超えて労働し ない

こ と を請求できます。

　 妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

　 出産予定日の6週間前（ 双子以上の場合は14週間前）から 、

取得するこ と ができます。



　 １ 児の出産につき原則50 万円（ 産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産し

た場合は48 万８ 千円）が支給さ れます。

　 産前産後休業期間(産前42 日（ 双子以上の場合は98 日）・ 産後56 日のう ち、妊娠ま

たは出産を理由と し て労務に従事し なかっ た期間） と 3 歳未満の子を養育するため

の育児休業期間について、 健康保険・ 厚生年金保険の保険料は、 事業主が年金事務

所に申し 出るこ と により 、 被保険者・ 事業主の両方の負担が免除さ れます。なお、 こ

の免除期間は、保険料を納めた期間と し て扱われます。

　 区市町村の国民健康保険に加入さ れている方は、 産前産後期間相当分の保険料

（ 税）が免除さ れます。詳し く は、お住まいの区市町村にご確認く ださ い。また、国民健

康保険組合に加入さ れている方も 産前産後期間相当分の保険料が免除さ れる場合が

あり ますので、ご加入の国民健康保険組合にご確認く ださ い。

　 出産の翌日から 8週間は、就業するこ と ができません。ただし 、産後6週間経過後に、

医師が認めた場合は、本人が請求するこ と により 就業するこ と ができます。

　 出産日以前42 日（ 多胎妊娠の場合98 日）から 出産日後56 日までの間、 会社を休み

給与の支払いがなかっ た期間を対象に健康保険から 標準報酬日額の3 分の2 相当額

が支給さ れます。

　 産後1 年を経過し ない女性は、医師等から 指示があっ た時、健康診査に必要な時間

の確保を申し 出るこ と ができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受け

るこ と できます。なお、医師等から の指導事項を会社にきちんと 伝えるこ と ができる

よう 、医師等に「 母性健康管理指導事項連絡カード 」を記入し ても ら い、会社に伝える

こ と も 効果的です。

　 1歳未満の子を養育する女性は、1日2回、少なく と も 30分の育児時間を請求できます。

　 産前・ 産後休業の期間及びその後30 日間の解雇は禁止さ れています。



　 令和4 年10 月1 日から は、 子の出生後８ 週間以内に４ 週間まで取得可能な出生時育児

休業（ 産後パパ育休）が創設さ れまし た。従来の育児休業と は別に取得可能で、 分割し て 2

回取得も できます。

　 1 歳未満の子供を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子供を養育するため

に休業するこ と ができます。子供が1 歳以降、 保育所に入れないなどの一定要件を満たす

場合は、子供が1 歳6 か月に達するまでの間、育児休業を延長するこ と ができます。

　 さ ら に、子供が1 歳6 か月以降、保育所に入れないなどの一定要件を満たす場合は、子供

が2 歳に達するまでの間、 育児休業を延長するこ と ができます。また、 一方の配偶者が育

児休業中や専業主婦（ 夫）の場合にも 、 他方の配偶者は育児休業を取得するこ と ができま

す。なお、令和4 年10 月1日から は、分割し て 2 回取得可能と なり まし た。

　 両親と も に育児休業を取得する場合は、育児休業期間が、原則と し て子供が1 歳2 か月

に達する日までに延長さ れます。また、育児休業を取れる期間は、それぞれ1 年間です。

　 女性の場合は、出生日以後の産後休業期間を含め1 年間と なり ます。

　 育児休業中の所得を保障するために、育児休業を開始し てから 180 日目まで、雇用保険

から 休業開始前の賃金の67％が支給さ れます。181日目から は、50％の支給と なり ます。

　 正社員だけではなく 、 契約期間に定めのある労働者であっ ても 、 休業取得を申し 出た時点

において、子供が１ 歳６ か月に達する日までに、雇用契約（ 更新さ れる場合には、更新後の契

約）の期間が満了するこ と が明ら かでない場合は、育児休業を取得するこ と ができます。



《 男女とも仕事と育児を両立できるよう 、 育児・ 介護休業法が改正され、 令和７年４月１日から段階的に制度が変わります。》

　 事業主は、一定の条件を満たす 3 歳未満の子供を養育する労働者について、原則として、

短時間勤務制度（ 1 日原則として 6 時間） を設けなければなりません。

　 事業主は、 一定の条件を満たす小学校入学前の子供を養育する労働者から請求があった

場合は、 所定外労働・１か月 24 時間又は１年 150 時間を超える時間外労働・ 深夜労働（ 午

後 10 時から午前５時まで） をさ せてはなりません。

所定外労働、 時間外労働、 深夜業の制限

子供を育てながら 働き続けるための制度

　 小学３年生修了までの子供を養育する労働者は、 継続雇用期間に関わらず、 会社に申し

出ることによって、年次有給休暇とは別に、1 年につき５日間、子供が２人以上なら 10 日間、

１日単位又は時間単位で休暇を取得することができます。 取得理由は、 病気やけがをした子

供の看護、 予防接種、 健康診断だけでなく 、 感染症に伴う 学級閉鎖等、 入園（ 入学） 式及

び卒業式でも取得可能です。

令和７ 年４ 月１ 日から

上記の内容に拡充さ れる よ ！

厚生労働省の「 育児休業制度

特設サイ ト 」 も あわせて

確認し てみてね。

子供の看護等休暇

小学
3 年生
修了

（ 参考） 育児休業制度 特設サイ ト

　 　 　   （ 厚生労働省ホームページ）

所定外労働、 時間外労働、 深夜業の制限

子の看護等休暇 取得 O K





　 妊娠・ 出産・ 子育ての切れ目のな

い支援を提供するため、こ ども 家庭

センタ ーの設置促進を図ると と もに、

妊婦全数面接や育児パッ ケージ 配

布・ 家事育児支援等を行っています。

　 子供が病中または病気回復期に

あっ て、 集団保育が困難な期間に、

保育所や医療機関等に付設さ れた

専用スペース等において、 保育と 看

護ケアを行います。

　 乳幼児を 中心と し た親子を 対象

に、 交流の場を提供し ています。 ま

た、 子育て相談や子育てに関する講

座なども 実施し ています。

　 残業等で保護者の帰宅が遅い場

合、 児童福祉施設などで 17 時以降

22 時頃まで子供を預かっ て、 夕食・

入浴の提供な ど、 生活の

援助をし ます。

　 保護者が病気・ 出産・ 出張・ 育児

疲れなどの理由で、 子供の養育が困

難な時に、 児童福祉施設などで子供

を預かり ます。 短期間ですが、 宿泊

が可能です。

　 いつも は保育所に通っ ていない場

合でも 、保護者のパート 勤務、病気・

出産等の緊急時や育児に疲れた時

など、 日中、 保育所等で未就学児を

お預かり し ます。

　 地域の中で子育てを援助し たい人

（ 提供会員） と 、 子育てを 援助し て

も ら いたい人（ 依頼会員） が会員と

なって、相互援助を行う 仕組みです。

仕事の都合で保育園や幼稚園の迎え

に間に合わない時などに、 提

供会員が育児を支援し ます。

　 出産・ 退院し たけれど、 近く に頼

れる人がいない…。 そんな家庭の方

に、 ヘルパーを派遣し ます。 家事援

助はも ちろん、 育児に関するアド バ

イスも 受けら れます。



＜図 1  育業取得率の推移（ 都内）＞

出典： 東京都産業労働局　「 令和 5 年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」 を基に作成
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みんな「 育業」 できているの？

未来を育むし ごと 「 育業」

　 改正「 育児・ 介護休業法」が施行さ れ、法制度の面では、育児休業がし やすい環境整備が進

めら れています。こ のよう な法改正の後押し も あり 、 各企業が「 育業」に積極的に取り 組んだ

結果、男性の育業取得率は38.9％と 着実に伸びているも のの、女性と 比較すると 依然と し て

低い状況です（ 図1 のと おり ）。女性については、92.9% ですが、出産後も 継続し て就業し てい

る女性を分母と し た割合と なっ ており 、 出産を機に退職し た人は 3 割を占めています（ 図2

のと おり ）。

育業と は？

　「 育児休業」 を「 仕事を休む期間」 ではなく「 社会の宝である子供を

育む期間」と 考える社会のマインド チェ ンジに向けて、2022 年に公募

し 、選定し た育児休業の愛称です。

　 育児は、「 未来を担う 子供を育てる大切で尊い仕事」です。

　 都では望む人誰も が「 育業」 できる社会への気運醸成

に取り 組んでいます。育業の取組の詳細は、 都ホーム

ページでご覧いただけます。



都内事業所 従業員

＜図 3 男性の育業における課題＞

出典： 東京都産業労働局　「 令和 5 年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」 を基に作成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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どう し て育業できないの？

　 男性が育業できない理由には、「 代替要員の確保」が一番に挙げら れているため、東京都は、

人材確保などにより 従業員の育業を応援する企業に対し て 、 奨励金や専門家派遣などで

支援し ています。

　「 職場がそのよう な雰囲気ではない」については、 従業員調査では三番に挙げら れている

一方で、事業所調査では下位と なっ ており 認識に差があり ます（ 図３ のと おり ）。

＜図 2  第一子出産後の妻の就業変化（ 全国）＞

出典： 第 1 6 回出生動向基本調査（ 国立社会保障・ 人口問題研究所）
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家事・ 育児に役立つサイ ト

「 TEAM 家事・ 育児」

　 家事・ 育児分担の工夫、著名人インタ ビュ ー、子育てマンガなど

都営交通

こ ども スマイ ルスポッ ト

　 都営大江戸線新宿西口駅、 上野御徒町

駅、門前仲町駅に、ベビーカーレンタ ルサー

ビスなど、 赤ちゃんや小さ なお子様と のお

出かけ時にある と 便利なサービ スを 集め

まし た。

　 新宿西口駅と 上野御徒町駅

においては、安心し てご利用い

ただけるよう 、スタ ッ フ が常駐

し ている ツ ーリ スト イ ン フ ォ

メ ーショ ン セン タ ー内に授乳

室を整備し ています。

新宿西口駅 授乳室

上野御徒町駅
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子育て支援

　 都内の区市町村が実施し て

いる 子育て支援サービ スの紹

介など

厚生労働省委託事業

「 イ ク メ ンプロジェ ク ト 」

　 ラ イ フ・ ワ ーク・ バラ ン ス

や育児休業等の制度情報、 育

休・ 育児体験談など

子育て情報サイト

「 と う きょ う 子育てスイ ッ チ」

　 行政サービス、子育て応援と

う きょ う パスポート など、地域

の様々な子育て支援情報を 掲

載

厚生労働省委託「 働く 女性の心と から だの応援サイ ト 」

妊娠出産・ 母性健康管理サポート

　「 母性健康管理指導事項連絡カ ード 」 のダウンロード や、 妊娠中の症状や職場

での対応などのメ ール相談窓口など

男性の育業支援に

関するサイト

　 男性育業に取り 組む企業の

紹介やオン ラ イ ン セミ ナー開

催、「 TOKYOパパ育業促進企

業」登録制度の紹介など

と う きょ う 福祉ナビゲーショ ン

　 都内の認可保育所・ そ の他

の事業所情報、 ひと り 親家庭の

方、 障害のあるお子さ んがいる

方、 生活にお困り の場合の相談

窓口など

東京都労働相談情報センタ ー

　 賃金や労働時間など 労働問

題全般にわたる相談窓口、セミ

ナー情報など

厚生労働省委託事業 仕事と 家庭の

両立の取組を支援する情報サイ ト

「 両立支援のひろば」

　 妊娠・ 出産、 育児、 介護に関

する よ く ある 質問に Q&A 形式

で回答、関連情報のパンフ レッ

ト など

女性の悩み相談サイト

「 TO KYO  メ ンタ ーカ フ ェ 」

　 仕事・ 子育て 等の経験者が

「 都民メ ンタ ー」 と し て悩みを

お聞きし ます。各種相談窓口の

情報など
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